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第１ 【企業の概況】 

１ 【主要な経営指標等の推移】 

(1) 連結経営指標等 

  

 
(注) １ 売上高には、消費税等が含まれておりません。 

２ 第18期から第20期中の潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益については、新株引受権の残高があり

ますが、１株当たり中間（当期）純損失が計上されているため、記載しておりません。 

３ 平成17年２月18日付及び平成18年２月17日付をもってそれぞれ普通株式１株を２株に分割しております。な

お、第18期の１株当たり中間（当期）純損失については、期首に株式分割が行われたものとして算出してお

ります。 

４ 平成17年12月28日開催の臨時株主総会決議により、決算期を12月31日から３月31日に変更しました。従って

第18期は平成18年１月１日から平成18年３月31日の３ヵ月間となっております。また、第18期は中間決算を

行っておりません。 

  

第一部 【企業情報】

回次 第18期中 第19期中 第20期中 第18期 第19期

会計期間 ―

自 平成18年
  ４月１日 
至 平成18年 
  ９月30日

自 平成19年
  ４月１日 
至 平成19年 
  ９月30日

自 平成18年 
  １月１日 
至 平成18年 
  ３月31日

自 平成18年
  ４月１日 
至 平成19年 
  ３月31日

売上高 (千円) ― 119,396 596,511 204,674 910,407

経常利益 
又は経常損失 (△)

(千円) ― △124,258 △249,638 3,826 △55,593

中間(当期)純損失 (千円) ― 126,043 270,324 27,559 218,447

純資産額 (千円) ― 2,049,417 1,650,427 1,122,199 1,958,800

総資産額 (千円) ― 3,318,170 2,790,628 1,625,014 3,284,007

１株当たり純資産額 (円) ― 53,956.18 43,419.73 36,237.38 51,532.47

１株当たり中間(当期) 
純損失

(円) ― 3,918.28 7,111.75 889.94 6,228.90

潜在株式調整後 
１株当たり中間 
(当期)純利益

(円) ― ― ─ ― ─

自己資本比率 (％) ― 61.8 59.1 69.1 59.6

営業活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) ― △71,007 28,091 △45,974 △125,386

投資活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) ― 81,108 △150,178 △502,769 153,226

財務活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) ― △127,210 △114,960 △27,597 △137,125

現金及び現金同等物 
の中間期末(期末)残高

(千円) ― 601,131 371,908 718,241 608,955

従業員数 (名) ― 83 84 32 76



(2) 提出会社の経営指標等 

  

 
(注) １ 売上高には、消費税等が含まれておりません。 

２ 第18期から第20期中の潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益については、新株引受権の残高があり

ますが、１株当たり中間（当期）純損失が計上されているため、記載しておりません。 

３ 平成17年２月18日付及び平成18年２月17日付をもってそれぞれ普通株式１株を２株に分割しております。な

お、第18期の１株当たり中間（当期）純損失については、期首に株式分割が行われたものとして算出してお

ります。 

４ 平成17年12月28日開催の臨時株主総会決議により、決算期を12月31日から３月31日に変更しました。従って

第18期は平成18年１月１日から平成18年３月31日の３ヵ月間となっております。また、第18期は中間決算を

行っておりません。 

  

回次 第18期中 第19期中 第20期中 第18期 第19期

会計期間 ―

自 平成18年
  ４月１日 
至 平成18年 
  ９月30日

自 平成19年
  ４月１日 
至 平成19年 
  ９月30日

自 平成18年 
  １月１日 
至 平成18年 
  ３月31日

自 平成18年
  ４月１日 
至 平成19年 
  ３月31日

売上高 (千円) ― 119,396 106,365 203,143 511,010

経常利益 
又は経常損失 (△)

(千円) ― △118,047 △100,330 5,066 △69,454

中間(当期)純損失  (千円) ― 119,742 120,491 30,747 112,024

資本金 (千円) ― 729,125 730,070 726,695 730,070

発行済株式総数 (株) ― 37,983 38,011 30,968 38,011

純資産額 (千円) ― 2,054,669 1,905,491 1,121,150 2,064,394

総資産額 (千円) ― 2,407,138 2,192,374 1,626,056 2,390,126

１株当たり純資産額 (円) ― 54,094.45 50,130.00 36,203.51 54,310.45

１株当たり中間(当期) 
純損失 

(円) ― 3,722.40 3,169.90 992.87 3,194.31

潜在株式調整後 
１株当たり中間 
(当期)純利益

(円) ― ― ─ ― ─

１株当たり配当額 (円) ― ― ─ ― ─

自己資本比率 (％) ― 85.4 86.9 68.9 86.4

従業員数 (名) ― 29 32 32 25



２ 【事業の内容】 

 当中間連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営んでいる事業の内容に

重要な変更はありません。 

 また、主要な関係会社についても異動はありません。 

  

３ 【関係会社の状況】 

  当中間連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。 

  

４ 【従業員の状況】 

(1) 連結会社における状況 

(平成19年９月30日現在) 

 
(注) 従業員数は就業人員であります。 

  

(2) 提出会社の状況 

(平成19年９月30日現在) 

 
(注) １．従業員数は就業人員であります。 

２．業容拡大に伴う中途採用と新卒者採用を実施したため、前事業年度末に比し、７名増加しておりま 

  す。 

  

(3) 労働組合の状況 

労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。 

  

事業の種類別セグメントの名称 従業員数(名)

業務・システム最適化ソリューション 32

医療関連支援システム 52

合計 84

従業員数(名) 32



第２ 【事業の状況】 

１ 【業績等の概要】 

(1) 業績 

当中間連結会計期間におけるわが国経済は、アメリカ経済や原油価格動向の影響が危惧されましたが、堅調な企業

収益や緩やかな輸出の増加などに支えられ、全体としてみれば引続き回復基調で推移しました。 

 当業界におきましては、政府の情報化基本計画「ＩＴ新改革戦略」の具体的な施策集ともいえる平成19年７月の

「重点計画‐2007」を受け、ＩＴは、「社会経済における新たな価値の創出」等のドライビング・フォースとなると

ともに、改革や創造のエンジンとしての役割が期待されています。   

 このような環境のなかで、当社グループは、公共機関や民間企業に対する「業務・システム最適化ソリューショ

ン」、医療機関等に対する「医療関連支援システム」の提供に係わる受注・販売活動を強力に推進し、事業の拡大を

図ってまいりました。 

 当社企業集団は、当社と連結子会社２社（情報政策研究所株式会社、モイス研究所株式会社）により構成されてお

ります。モイス研究所株式会社は、競争力ある事業ドメインの拡充を目的として、前連結会計年度中の平成18年８月

に株式交換により完全子会社化したものであります。 

 当中間連結会計期間の企業集団としての業績は、受注・販売の計画過達等により売上高は596百万円（前年同期比

399.6％増）となりましたが、売上原価の増加により営業損失237百万円（前年同期は営業損失121百万円）、経常損失

249百万円（前年同期は経常損失124百万円）となり、また、当中間連結会計期間に投資先企業の業績悪化による評価

損の計上などもあり、中間純損失270百万円（前年同期は中間純損失126百万円）となりました。 

事業のセグメント別の成果については次のとおりであります。 

 （業務・システム最適化ソリューション） 

業務・システム最適化ソリューションは当社とその連結完全子会社である情報政策研究所株式会社によって提供

されています。公共機関のシステムについては、システム化の範囲を分割し開発や運用の工程を分離して調達を行

う分離調達の動きが加速しており、また、徹底した業務改革・トータルコストの低減等を実現するべくＰＤＣＡサ

イクルの下、評価結果に基づく必要な見直しを行ないつつ最適化を推進することが求められております。他方、民

間企業においては内部統制導入に関連したＩＴ活用の必要性が幅広く認識されてきました。 

 こうした情勢をふまえ、各種セミナーの積極的な開催など、顧客ニーズを先取りする取組を行ってまいりまし

た。 

 このようなマーケティング活動を通じて、公共機関向け実施中のプロジェクト件数は、当中間会計期末も過去最

多を更新しており、最適化計画が求められる公共機関等からの当社グループに対する高い評価が定着してきている

ことの現われと認識しております。 

 更に、体制を一層強化し効率的な運営を図るため、本社事務所の移転を決定するとともに、新たな企業ブランド

を構築していくための戦略のひとつとして実行した新卒者採用も、人材育成策の注力により着実に成果をあげてき

ており、こうした施策を通じてソリューション提供をより効率的に実行できる企業文化を作り上げてまいります。 

 当中間連結会計期間においては、公共機関に対する実績は確実に積み重なってきておりますが、公共機関の売上

計上は年度末に集中することから、業務・システム最適化ソリューション事業の売上高は107百万円、営業損失は

102百万円となりました。 

（医療関連支援システム） 

 医療関連支援システム事業は、前連結会計年度中に当社連結完全子会社となったモイス研究所株式会社が担って

おります。 

 医療業界におきましては、少子高齢化の進行、医療技術の進歩、国民の意識の変化など、医療を取り巻く環境の



変化に対応し、より質の高い効率的な医療サービスの提供を図るため、「医療制度改革大綱」に沿った諸施策が

法律化されています。そうしたなか、ＩＴ化の進展にも影響を与える各分野での様々な取組みが行われております

が、医薬分業においては分業率が毎年着実に上昇しつつある反面、電子カルテ・レセプト電算処理システム普及率

向上等においては、目標達成に向けた行動計画策定が着手されたばかりであり、まだ相当の時間を要すると思われ

ます。 

 このような環境下、主力製品であるネットワーク型で本部支援・物流管理システムを完備した保険薬局支援シス

テム「調剤王」シリーズにおきまして、平成18年４月の調剤報酬改定に対応した「調剤王Ⅱ」をリリースし、次世

代バージョンである「調剤王Ⅲ」の開発フェーズの足掛かりを構築しております。薬局システム部門の業績は引続

き低迷したものの、医療システム部門におきましては、病院情報支援システム製品が高い評価を受けていることの

優位性を活かしたマーケティングに取組んでおり、また、福祉システム部門におきましては、介護保険制度の大幅

な変更となる「改正介護保険法」が本格施行を受け、販売は順調に推移しました。 

 当中間連結会計期間の医療関連支援システム事業の売上高は489百万円、営業損失133百万円となりました。 

  

(2) キャッシュ・フローの状況 

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、売上債権の減少等の増加要因があ

ったものの、税金等調整前中間純損失やたな卸資産の増加、無形固定資産の取得による支出及び長期借入金の返済に

よる支出等により、前連結会計年度末に比べて237百万円減少し、当中間連結会計期間末には371百万円となりまし

た。 

 当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当中間連結会計期間において営業活動の結果得られた資金は28百万円（前年同期は71百万円の支出）となりまし

た。これは主に、税金等調整前中間純損失が268百万円となったこと及びたな卸資産の増加額120百万円があったもの

の、減価償却費106百万円、のれん償却額47百万円を計上したこと及び売上債権が前連結会計年度末に比べて234百万

円減少したこと等によるものであります。 

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当中間連結会計期間において投資活動の結果支出した資金は150百万円（前年同期は81百万円の収入）となりまし

た。これは主に、差入保証金の回収による収入10百万円があったものの、無形固定資産の取得による支出126百万円及

び差入保証金の支払による支出27百万円によるものであります。 

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当中間連結会計期間において財務活動の結果支出した資金は114百万円（前年同期は127百万円の支出）となりまし

た。これは主に、長期借入れによる収入50百万円があったものの、短期借入金の純減少額24百万円、長期借入金の返

済による支出104百万円及び社債の償還による支出36百万円によるものであります。 

  



２ 【生産、受注及び販売の状況】 

(1) 生産実績 

  

 
(注) １ 金額は、当期総製造費用であります。 

２ 上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

３ 医療関連支援システムは、前連結会計年度の第３四半期より連結子会社化したモイス研究所株式会社が担っ

ているため、前年同期比の記載は行っておりません。 

  

(2) 受注状況 

  

 
(注) １ 上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

２ 医療関連支援システムは、前連結会計年度の第３四半期より連結子会社化したモイス研究所株式会社が担っ

ているため、前年同期比の記載は行っておりません。 

  

(3) 販売実績 

  

 
(注) １ 上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

２  主要な販売先及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりであります。 

３ 医療関連支援システムは、前連結会計年度の第３四半期より連結子会社化したモイス研究所株式会社が担っ

ているため、前年同期比の記載は行っておりません。 

  

 
４  当中間連結会計期間の文部科学省については、当該割合が100分の10未満のため記載を省略しております。

事業の種類別セグメントの名称 生産高（千円） 前年同期比（％）

  業務・システム最適化ソリューション 129,388 △23.5

  医療関連支援システム 291,167 ─

合計 420,555 199.9

事業の種類別セグメントの名称   受注高（千円）  前年同期比（％）  受注残高（千円） 前年同期比（％）

 業務・システム最適化 
 ソリューション

345,836 △13.1 414,502 21.9

 医療関連支援システム 494,671 ─ 45,798 ─

合計 840,507 111.3 460,300 35.4

事業の種類別セグメントの名称 販売高（千円） 前年同期比（％）

 業務・システム最適化ソリューション 107,325 △10.1

 医療関連支援システム 489,185 ─

合計 596,511 399.6

相手先

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

販売高(千円) 割合(％) 販売高(千円) 割合(％)

株式会社阪神調剤薬局 ─ ─ 98,192 16.5

日本エア・リキード株式会社 ─ ─ 65,746 11.0

株式会社ジェイエスアイ 16,533 13.8 ─ ─

文部科学省 12,960 10.9 ─ ─



３ 【対処すべき課題】 

  当中間連結会計期間において、当社グループの事実上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新

  たに生じた課題はありません。 

  

  

４ 【経営上の重要な契約等】 

当中間連結会計期間において、経営上の重要な契約等は行われておりません。 

  

  

５ 【研究開発活動】 

該当事項はありません。 

  



第３ 【設備の状況】 

１ 【主要な設備の状況】 

当中間連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

  

２ 【設備の新設、除却等の計画】 

当中間連結会計期間において、前連結会計年度末に計画した重要な設備の新設、除却等について、重要

な変更はありません。また、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はあり

ません。 

  



第４ 【提出会社の状況】 

１ 【株式等の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

  

 
  

② 【発行済株式】 

  

 
（注） 提出日現在の発行数には、平成19年12月１日からこの半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行さ

れた株式数は、含まれておりません。 

  

(2) 【新株予約権等の状況】 

以下の新株予約権は、商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成

13年法律第129号。以下、「商法等改正整備法」という。)第19条第１項の規定により新株予約権とみな

される新株引受権であり、商法等の一部を改正する法律(平成13年法律第128号)により改正される以前

の商法第280条ノ19第１項の規定に基づく特別決議により発行された新株引受権であります。 

  

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 85,440

計 85,440

種類
中間会計期間末 
現在発行数(株) 

(平成19年９月30日)

提出日現在
発行数(株) 

(平成19年12月14日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 38,011 38,011
東京証券取引所マザ
ーズ市場

─

計 38,011 38,011 ― ―



① 平成12年９月８日臨時株主総会において特別決議された新株引受権(ストックオプション)の状況 

  

 
  
(注) １ 新株引受権の目的となる株式の数の調整について 

  株式の分割又は併合をするときは、次の算式により未行使の新株引受権の目的たる株式の数を調整し、端数

は切り捨てる。 

   調整後株式数＝調整前株式数×株式分割・併合の比率 

２ 新株引受権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の調整について 

  時価を下回る価格で新株を発行するときは、次の算式により発行価額を調整し、調整により生じる１円未満

の端数は切り上げる。また、発行価額は、株式分割及び株式併合の場合にも適宜調整する。 
  

   
３ 主な新株引受権の行使条件について 

 Ａ 権利行使時に従業員であることを要する。取締役、監査役に関しては本新株引受権の行使期間満了時まで

に取締役、監査役の地位を失った後も権利行使することができる。（ただし、「新株引受権付与契約書」

の本新株引受権の喪失の条件を満たしている場合を除く） 

 Ｂ 新株引受権の譲渡、質入その他の処分及び相続は認めない。 

 Ｃ 上記のほか細目等については、当社と付与対象者との間で締結する「新株引受権付与契約書」に定めると

ころによる。 

４ 平成13年６月26日開催の取締役会決議により、平成13年７月12日付で普通株式１株が普通株式３株へと分割

されたことにより、発行価格は80,000円から当時の株式額面金額である50,000円へと調整されております。

    ５  平成16年12月3日開催の取締役会の決議により、平成17年2月18日付で普通株式１株が普通株式２株へと分割

されたことにより発行価格は25,000円に調整されております。 

６ 新株引受権の目的となる株式の数は、特別決議における新株発行予定数から権利放棄、権利行使、退職等に

より権利を喪失した株数を控除した数であります。 

    ７  平成17年12月5日開催の取締役会の決議により、平成18年2月17日付で普通株式１株が普通株式２株へと分割

されたことにより発行価格は12,500円に調整されております。 

  

中間会計期間末現在
(平成19年９月30日)

提出日の前月末現在 
(平成19年11月30日)

新株予約権の数 ─ ─

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ─ ─

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数（注）６ 636株 同左

新株予約権の行使時の払込金額 １株当たり12,500円 同左

新株予約権の行使期間
平成14年９月10日から
平成21年８月31日まで

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
株式の発行価格及び資本組入額

発行価格     12,500円
資本組入額    12,500円

同左

新株予約権の行使の条件 (注３) 同左

新株予約権の譲渡に関する事項 (注３) 同左

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 
関する事項

─ ─

 

調整後発行価額＝調整前発行価額×

既発行株式数＋
新規発行株式数×１株当たり払込金額

１株当たり時価

既発行株式数＋分割・新規発行による増加株式数



② 平成13年９月26日臨時株主総会において特別決議された新株引受権(ストックオプション)の状況 

  

 
(注) １ 新株引受権の目的となる株式の数の調整について 

  株式の分割又は併合をするときは、次の算式により未行使の新株引受権の目的たる株式の数を調整し、端数

は切り捨てる。 

   調整後株式数＝調整前株式数×株式分割・併合の比率 

２ 新株引受権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の調整について 

  時価を下回る価格で新株を発行するときは、次の算式により発行価額を調整し、調整により生じる１円未満

の端数は切り上げる。また、発行価額は、株式分割及び株式併合の場合にも適宜調整する。 
  

 
  

３ 主な新株引受権の行使条件について 

 Ａ 権利行使時に従業員であることを要する。取締役、監査役に関しては本新株引受権の行使期間満了時まで

に取締役、監査役の地位を失った後も権利行使することができる。（ただし、「新株引受権付与契約書」

の本新株引受権の喪失の条件を満たしている場合を除く） 

 Ｂ 権利を付与された者が死亡した場合は、権利付与契約に定める条件により、相続人が権利を行使すること

ができる。 

 Ｃ 新株引受権の譲渡、質入その他一切の処分は認めない。 

 Ｄ 上記のほか細目等については、当社と付与対象者との間で締結する「新株引受権付与契約書」に定めると

ころによる。 

４ 新株引受権の目的となる株式の数は、特別決議における新株発行予定数から権利放棄、権利行使、退職等に

より権利を喪失した株数を控除した数であります。 

    ５  平成16年12月3日開催の取締役会の決議により、平成17年2月18日付で普通株式１株が普通株式２株へと分割

されたことにより発行価格は135,000円に調整されております。 

    ６  平成17年12月5日開催の取締役会の決議により、平成18年2月17日付で普通株式１株が普通株式２株へと分割

されたことにより発行価格は67,500円に調整されております。 

中間会計期間末現在
(平成19年９月30日)

提出日の前月末現在 
(平成19年11月30日)

新株予約権の数 ─ ─

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ─ ─

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数（注）４ 472株 同左

新株予約権の行使時の払込金額 １株当たり67,500円 同左

新株予約権の行使期間
平成15年10月１日から
平成22年８月31日まで

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
株式の発行価格及び資本組入額

発行価格    67,500円
資本組入額    33,750円

同左

新株予約権の行使の条件 (注３) 同左

新株予約権の譲渡に関する事項 (注３) 同左

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 
関する事項

─ ─

 

調整後発行価額＝調整前発行価額×

既発行株式数＋
新規発行株式数×１株当たり払込金額

１株当たり時価

既発行株式数＋分割・新規発行による増加株式数



③ 平成14年３月29日定時株主総会において特別決議された新株引受権(ストックオプション)の状況 

  

 
(注) １ 新株引受権の目的となる株式の数の調整について 

  株式の分割又は併合をするときは、次の算式により未行使の新株引受権の目的たる株式の数を調整し、端数

は切り捨てる。 

   調整後株式数＝調整前株式数×株式分割・併合の比率 

２ 新株引受権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の調整について 

  時価を下回る価格で新株を発行するときは、次の算式により発行価額を調整し、調整により生じる１円未満

の端数は切り上げる。また、発行価額は、株式分割及び株式併合の場合にも適宜調整する。 
  

 
３ 主な新株引受権の行使条件について 

 Ａ 権利行使時に当社の取締役、監査役又は従業員であることを要する。 

 Ｂ 権利を付与された者が死亡した場合は、権利付与契約に定める条件により、相続人が権利を行使すること

ができる。 

 Ｃ 新株引受権の譲渡、質入その他一切の処分は認めない。 

 Ｄ 上記のほか細目等については、当社と付与対象者との間で締結する「新株引受権付与契約書」に定めると

ころによる。 

４ 新株引受権の目的となる株式の数は、特別決議における新株発行予定数から権利放棄、権利行使、退職等に

より権利を喪失した株数を控除した数であります。 

    ５  平成16年12月3日開催の取締役会の決議により、平成17年2月18日付で普通株式１株が普通株式２株へと分割

されたことにより発行価格は135,000円に調整されております。 

    ６  平成17年12月5日開催の取締役会の決議により、平成18年2月17日付で普通株式１株が普通株式２株へと分割

されたことにより発行価格は67,500円に調整されております。 

  

  

中間会計期間末現在
(平成19年９月30日)

提出日の前月末現在 
(平成19年11月30日)

新株予約権の数 ─ ─

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ─ ─

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数（注）４ 48株 同左

新株予約権の行使時の払込金額 １株当たり67,500円 同左

新株予約権の行使期間
平成16年４月１日から
平成23年３月31日まで

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
株式の発行価格及び資本組入額

発行価格    67,500円
資本組入額    33,750円

同左

新株予約権の行使の条件 (注３) 同左

新株予約権の譲渡に関する事項 (注３) 同左

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 
関する事項

─ ─

 

調整後発行価額＝調整前発行価額×

既発行株式数＋
新規発行株式数×１株当たり払込金額

１株当たり時価

既発行株式数＋分割・新規発行による増加株式数



(3) 【ライツプランの内容】 

    該当事項はありません。 

  

(4) 【発行済株式総数、資本金等の状況】 

 
（注）平成19年６月28日開催の定時株主総会における資本準備金の減少及び剰余金の処分決議に基づき、その他資本

剰余金へ振替、その他資本剰余金で繰越利益剰余金の欠損を補填したものであります。 

  

(5) 【大株主の状況】 

(平成19年９月30日現在) 

 
  

年月日
発行済株式 
総数増減数 

(株)

発行済株式
総数残高 
(株)

資本金増減額
 

(千円)

資本金残高
 

(千円)

資本準備金 
増減額 
(千円)

資本準備金
残高 
(千円)

平成19年６月28日 ─ 38,011 ─ 730,070 △303,014 1,334,198

氏名又は名称 住所
所有株式数

(株)

発行済株式 
総数に対する 
所有株式数 
の割合(％)

株式会社エイチジーシステム 東京都千代田区丸の内1-8-2 5,780 15.20

宇田川 一 則 東京都文京区 5,708 15.01

梶   弘 幸 東京都品川区 2,927 7.70

青 木 保 一 東京都板橋区 2,444 6.42

和 田  洋 東京都渋谷区 1,757 4.62

株式会社証券保管振替機構 東京都中央区日本橋茅場町2-1-1 1,692 4.45

内 田 清 治 東京都八王子市 999 2.62

髙 橋 直 之 東京都豊島区 674 1.77

宇田川 由紀子 東京都文京区 456 1.19

エムエルピー エフエス カス
トデイー 
（常任代理人 メリルリンチ日 
 本証券株式会社）

SOUTH TOWER WORLD FINANCIAL CENTER NEW 
YORK NY 10080-0801 USA 
(東京都中央区日本橋1-4-1)

426 1.12

計 22,863 60.14



(6) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

(平成19年９月30日現在) 

 
（注）「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が、1,692株（議決権1,692

個）含まれております。 

② 【自己株式等】 

(平成19年９月30日現在) 

 
  

２ 【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別 高・ 低株価】 

  

 
(注) 高・ 低株価は、東京証券取引所マザーズ市場におけるものであります。 

  

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等) ― ― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式  38,011 38,011
権利内容に何ら限定のない当社にお
ける標準となる株式であります。

単元未満株式 ─ ― ―

発行済株式総数 38,011 ― ―

総株主の議決権 ― 38,011 ―

所有者の氏名 
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数 

(株)

他人名義
所有株式数 

(株)

所有株式数 
の合計 
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数 
の割合(％)

― ― ― ― ― ―

計 ― ― ― ― ―

月別 平成19年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

高(円) 96,000 55,200 58,000 51,500 50,800 49,700

低(円) 49,350 47,800 48,100 47,050 46,200 45,650



３ 【役員の状況】 

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりでありま

す。 

 役職の異動 

 
  

新役名及び職名 旧役名及び職名 氏名 異動年月日

代表取締役
代表取締役

(コーポレートアドミニ 
ストレーション部長)

宇田川 一則
 

平成19年７月19日

取締役 
(管理部長兼コンサルティング本
部長兼事業開拓室長兼人材開発事

業部長)

取締役 
(事業開拓室長兼人材開発事業 
 部長兼コーポレートアドミニ

ストレーション部長)

山口 秀二 平成19年10月１日

取締役 
(コンサルティング本部 

副本部長)

取締役 
(コンサルティング本部部長)

渡辺 康隆 平成19年10月１日

取締役 
(管理本部長)

取締役 志熊 昌宏 平成19年７月19日



第５ 【経理の状況】 

１ 中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について 

(1) 当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成11

年大蔵省令第24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。 

 なお、前中間連結会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）は、改正前の中間連結財

務諸表規則に基づき、当中間連結会計期間（平成19年４月１日から平成19年９月30日まで）は、改正後

の中間連結財務諸表規則に基づいて作成しております。 

  

(2) 当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵

省令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。 

 なお、前中間会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）は、改正前の中間財務諸表等

規則に基づき、当中間会計期間（平成19年４月１日から平成19年９月30日まで）は、改正後の中間財務

諸表等規則に基づいて作成しております。 

  

２ 監査証明について 

当社は、前中間連結会計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)及び前中間会計期間(平成

18年４月１日から平成18年９月30日まで)は証券取引法第193条の２の規定に基づき、また当中間連結会計

期間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで)及び当中間会計期間(平成19年４月１日から平成19年

９月30日まで)は金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、それぞれ中間連結財務諸表並びに中

間財務諸表について、監査法人和宏事務所により中間監査を受けております。 

  



１ 【中間連結財務諸表等】 

(1) 【中間連結財務諸表】 

① 【中間連結貸借対照表】 

  

 
  

前中間連結会計期間末 

(平成18年９月30日)

当中間連結会計期間末 

(平成19年９月30日)

前連結会計年度の 

要約連結貸借対照表 

(平成19年３月31日)

区分
注記 

番号
金額(千円)

構成比

(％)
金額(千円)

構成比

(％)
金額(千円)

構成比

(％)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

１．現金及び預金 501,812 272,064 509,432

２．受取手形及び 

  売掛金
173,292 218,366 453,062

３．有価証券 99,319 99,844 99,523

４．たな卸資産 80,827 154,535 34,348

５．短期貸付金 503,000 ─ ─

６．その他 ※2 92,802 25,185 105,938

  貸倒引当金 △140 △220 △220

    流動資産合計 1,450,914 43.7 769,776 27.6 1,202,084 36.6

Ⅱ 固定資産

１．有形固定資産 ※1 43,235 45,519 48,448

２．無形固定資産

 (1)のれん 951,573 855,821 903,697

 (2)ソフトウェア 127,256 506,205 514,092

 (3)ソフトウェア 

   仮勘定
405,609 242,705 209,696

 (4)その他 1,211 1,116 1,163

  無形固定資産合計 1,485,651 1,605,849 1,628,650

３．投資その他の資産

 (1)投資有価証券 ─ 210,312 263,462

 (2)その他 338,368 159,170 141,360

  投資その他の資産 

  合計
338,368 369,483 404,823

    固定資産合計 1,867,255 56.3 2,020,852 72.4 2,081,922 63.4

 資産合計 3,318,170 100.0 2,790,628 100.0 3,284,007 100.0



 
  

前中間連結会計期間末 

(平成18年９月30日)

当中間連結会計期間末 

(平成19年９月30日)

前連結会計年度の 

要約連結貸借対照表 

(平成19年３月31日)

区分
注記 

番号
金額(千円)

構成比

(％)
金額(千円)

構成比

(％)
金額(千円)

構成比

(％)

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

１．買掛金 30,841 23,355 64,950

２．短期借入金 483,000 444,000 468,000

３．１年内返済予定 

  長期借入金
140,480 208,588 200,180

４．１年内償還予定 

  社債
73,400 73,400 73,400

５．賞与引当金 10,407 11,812 10,095

６．その他 79,699 76,905 102,295

    流動負債合計 817,827 24.6 838,061 30.1 918,921 28.0

Ⅱ 固定負債

１．社債 186,600 113,200 149,900

２．長期借入金 260,300 177,827 240,495

３．その他 4,024 11,112 15,890

    固定負債合計 450,924 13.6 302,139 10.8 406,285 12.4

  負債合計 1,268,752 38.2 1,140,201 40.9 1,325,206 40.4

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

１．資本金 729,125 730,070 730,070

２．資本剰余金 1,636,268 1,334,198 1,637,213

３．利益剰余金 △315,984 △375,698 △408,388

  株主資本合計 2,049,408 61.8 1,688,569 60.5 1,958,894 59.6

Ⅱ 評価・換算差額等

  その他有価証券 

  評価差額金
8 △38,142 △94

  評価・換算差額等 

  合計
8 0.0 △38,142 △1.4 △94 △0.0

  純資産合計 2,049,417 61.8 1,650,427 59.1 1,958,800 59.6

  負債純資産合計 3,318,170 100.0 2,790,628 100.0 3,284,007 100.0



② 【中間連結損益計算書】 

  

 
  

前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日

至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成19年４月１日

至 平成19年９月30日)

前連結会計年度の

要約連結損益計算書

(自 平成18年４月１日

至 平成19年３月31日)

区分
注記 

番号
金額(千円)

百分比

(％)
金額(千円)

百分比

(％)
金額(千円)

百分比

(％)

Ⅰ 売上高 119,396 100.0 596,511 100.0 910,407 100.0

Ⅱ 売上原価 85,475 71.6 487,984 81.8 482,557 53.0

  売上総利益 33,920 28.4 108,526 18.2 427,850 47.0

Ⅲ 販売費及び 

  一般管理費
※ 155,634 130.4 345,729 58.0 470,457 51.7

  営業損失 121,714 △102.0 237,202 △39.8 42,607 △4.7

Ⅳ 営業外収益

１．受取利息 2,404 487 4,815

２．受取配当金 ─ 33 ─

３．受取家賃 ─ 228 ─

４．賃貸収入 ─ 543 ─

５．その他 155 2,560 2.1 926 2,219 0.4 1,265 6,081 0.7

Ⅴ 営業外費用

１．支払利息 1,723 10,030 13,007

２．社債保証料 985 ─ ─

３．持分法による 

  投資損失
1,923 ─ 2,238

４．その他 470 5,104 4.2 4,625 14,655 2.4 3,821 19,067 2.1

  経常損失 124,258 △104.1 249,638 △41.8 55,593 △6.1

Ⅵ 特別利益 ─ ─ ─ ─ 21,732 2.4

Ⅶ 特別損失

  １．投資有価証券 

      評価損
─ 18,461 39,062

 ２．その他 ― ― ― ─ 18,461 3.1 13,031 52,093 5.7

  税金等調整前中間 

  (当期)純損失
124,258 △104.1 268,100 △44.9 85,954 △9.4

  法人税、住民税及び 

  事業税
1,785 2,224 3,998

  法人税等調整額 ― 1,785 1.5 ─ 2,224 △0.4 128,494 132,492 14.6

  中間(当期)純損失 126,043 △105.6 270,324 △45.3 218,447 △24.0



③ 【中間連結株主資本等変動計算書】 

前中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

  

 
  

 
  

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

平成18年３月31日残高(千円) 726,695 585,445 △189,940 1,122,199

中間連結会計期間中の変動額

 新株の発行
(新株予約権の行使)

2,430 2,430 4,860

 株式交換による増加 1,048,393 1,048,393

 中間純損失 △126,043 △126,043

 株主資本以外の項目の中間
連結会計期間中の変動額
(純額)

中間連結会計期間中の変動額
合計                (千円)

2,430 1,050,823 △126,043 927,209

平成18年９月30日残高(千円) 729,125 1,636,268 △315,984 2,049,408

評価・換算差額等

純資産合計その他 
有価証券 
評価差額金

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日残高(千円) ― ― 1,122,199

中間連結会計期間中の変動額

 新株の発行
(新株予約権の行使)

4,860

 株式交換による増加 1,048,393

 中間純損失 △126,043

 株主資本以外の項目の中間
連結会計期間中の変動額
(純額)

8 8 8

中間連結会計期間中の変動額
合計                (千円)

8 8 927,218

平成18年９月30日残高(千円) 8 8 2,049,417



当中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

  

 
  

 
  

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

平成19年３月31日残高(千円) 730,070 1,637,213 △408,388 1,958,894

中間連結会計期間中の変動額

 資本準備金取崩額 △303,014 303,014 ─

 中間純損失 △270,324 △270,324

 株主資本以外の項目の中間
連結会計期間中の変動額
(純額)

中間連結会計期間中の変動額
合計                (千円)

─ △303,014 32,689 △270,324

平成19年９月30日残高(千円) 730,070 1,334,198 △375,698 1,688,569

評価・換算差額等

純資産合計その他 
有価証券 
評価差額金

評価・換算
差額等合計

平成19年３月31日残高(千円) △94 △94 1,958,800

中間連結会計期間中の変動額

 資本準備金取崩額 ─

 中間純損失 △270,324

 株主資本以外の項目の中間
連結会計期間中の変動額
(純額)

△38,048 △38,048 △38,048

中間連結会計期間中の変動額
合計                (千円)

△38,048 △38,048 △308,373

平成19年９月30日残高(千円) △38,142 △38,142 1,650,427



前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

  

 
  

 
  

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

平成18年３月31日残高(千円) 726,695 585,445 △189,940 1,122,199

連結会計年度中の変動額

 新株の発行 3,375 3,375 6,750

 株式交換による増加 1,048,393 1,048,393

 当期純損失 △218,447 △218,447

 株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額(純額)

連結会計年度中の変動額合
計                (千円)

3,375 1,051,768 △218,447 836,695

平成19年３月31日残高(千円) 730,070 1,637,213 △408,388 1,958,894

評価・換算差額等

純資産合計その他 
有価証券 
評価差額金

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日残高(千円) ─ ─ 1,122,199

連結会計年度中の変動額

 新株の発行 6,750

 株式交換による増加 1,048,393

 当期純損失 △218,447

 株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額(純額)

△94 △94 △94

連結会計年度中の変動額合
計                (千円)

△94 △94 836,601

平成19年３月31日残高(千円) △94 △94 1,958,800



④ 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 
  

前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度の
要約連結キャッシュ・

フロー計算書
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円)

Ⅰ 営業活動による 
  キャッシュ・フロー

 １．税金等調整前中間 
   (当期)純損失

△124,258 △268,100 △85,954

 ２．減価償却費 3,903 106,889 52,472

 ３．のれん償却額 ― 47,876 47,526

 ４．貸倒引当金の増減額 △44 ─ 35

 ５．賞与引当金の増減額 △4,517 1,717 △4,830

 ６．受取利息及び受取配当金 △2,404 △521 △4,815

 ７．支払利息 1,723 10,030 13,007

 ８．株式交付費 470 ─ 470

 ９．持分法による投資損失 1,923 ─ 2,238

 10．投資有価証券評価損 ─ 18,461 39,062

 11．売上債権の増減額 132,381 234,695 △147,387

 12．たな卸資産の増加額 △54,743 △120,186 △8,264

 13．仕入債務の増減額 ─ △41,594 34,109

 14. 未払金の減少額 △7,754 △26,137 △4,624

 15. 未払費用の増減額 △1,415 1,223 △1,753

 16．未収消費税等及び 
   未払消費税等の増減額

△18,069 10,307 △17,590

 17. その他 2,136 66,574 △28,136

    小計 △70,668 41,234 △114,436

 18. 利息及び配当金の受取額 2,445 521 4,998

 19. 利息の支払額 △1,531 △10,288 △13,689

 20. 法人税等の支払額 △1,253 △3,375 △2,259

   営業活動による 
   キャッシュ・フロー

△71,007 28,091 △125,386



 
  

前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度の
要約連結キャッシュ・

フロー計算書
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円)

Ⅱ 投資活動による 
  キャッシュ・フロー

 １．有形固定資産の 
   取得による支出

─ △2,265 △13,665

 ２．無形固定資産の 
   取得による支出

─ △126,289 △230,053

 ３．投資有価証券の 
   取得による支出

△30,000 △5,250 △226,957

 ４．差入保証金の支払に 
   よる支出

─ △27,026 △662

 ５．差入保証金の回収に 
   よる収入

─ 10,050 ─

 ６．貸付けによる支出 △1,400,000 ─ △1,400,000

 ７．貸付金の回収による収入 1,400,000 ─ 1,903,000

 ８．保険積立金の支払に 
   よる支出

△3,328 △1,467 △8,352

 ９．関係会社株式の売却に 
   よる収入

─ ─ 15,500

 10．株式交換による 
   子会社資金の受入額

114,437 ─ 114,437

 11．その他 ─ 2,070 △19

  投資活動による 
  キャッシュ・フロー

81,108 △150,178 153,226

Ⅲ 財務活動による 
  キャッシュ・フロー

 １．短期借入金の純減少額 △100,000 △24,000 △115,000

 ２．長期借入れよる収入 ─ 50,000 100,000

 ３．長期借入金の返済に 
   よる支出

△11,600 △104,260 △71,705

 ４．株式発行による収入 4,389 ─ 6,279

 ５．社債の償還による支出 △20,000 △36,700 △56,700

   財務活動による 
   キャッシュ・フロー

△127,210 △114,960 △137,125

Ⅳ 現金及び現金同等物の 
  減少額

△117,109 △237,046 △109,285

Ⅴ 現金及び現金同等物の 
  期首残高

718,241 608,955 718,241

Ⅵ 現金及び現金同等物の 
  中間期末(期末)残高

※ 601,131 371,908 608,955



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

  
前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

１ 連結の範囲に関する事項

  全ての子会社を連結しておりま

す。

連結子会社の数 2社

  連結子会社名 

   情報政策研究所株式会社

   モイス研究所株式会社

   （注）モイス研究所株式会社

は、当中間連結会計期間

において新たに取得した

ため、連結の範囲に含め

ております。

１ 連結の範囲に関する事項

  全ての子会社を連結しておりま

す。

連結子会社の数 2社

  連結子会社名 

   情報政策研究所株式会社

   モイス研究所株式会社

１ 連結の範囲に関する事項

  全ての子会社を連結しておりま

す。

連結子会社の数 2社

  連結子会社名 

   情報政策研究所株式会社

   モイス研究所株式会社

   （注）モイス研究所株式会社

は、当連結会計年度にお

いて新たに取得したた

め、連結の範囲に含めて

おります。

２ 持分法の適用に関する事項

  関連会社はすべて持分法を適用

しております。

２ 持分法の適用に関する事項

  該当事項はありません。

２ 持分法の適用に関する事項

  関連会社はすべて持分法を適用

しております。

 (1) 持分法を適用した関連会社数

1社

  会社等の名称

   株式会社アストラルマネジメ

ントカンパニー

 

 

   

 (1) 持分法を適用した関連会社数

1社

   株式会社アストラルマネジメ

ントカンパニーは、持分の全て

を売却したことにより、持分法

適用関連会社から除外しており

ます。

 (2) 持分法の適用の手続について

特に記載する必要があると認め

られる事項 

   持分法適用会社（株式会社ア

ストラルマネジメントカンパニ

ー）の中間決算日は中間連結決

算日と異なるため、中間連結財

務諸表の作成に当たっては、中

間連結決算日現在で実施した仮

決算に基づく中間財務諸表を使

用しております。

 

      

 (2) 持分法の適用の手続について

特に記載する必要があると認め

られる事項 

      ─────

３ 連結子会社の中間決算日等に関

する事項

  情報政策研究所株式会社の中間

決算日は、中間連結決算日と一致

しております。

  モイス研究所株式会社の中間決

算日は７月31日であります。連結

財務諸表の作成にあたっては同日

現在の中間財務諸表を使用し、中

間連結決算日との間に生じた重要

な取引については、連結上必要な

調整を行っております。

３ 連結子会社の中間決算日等に関

する事項

       同左  

３ 連結子会社の事業年度等に関す

る事項

  情報政策研究所株式会社の決算

日は、連結決算日と一致しており

ます。

  モイス研究所株式会社の決算日

は１月31日であります。連結財務

諸表の作成にあたっては同日現在

の財務諸表を使用し、連結決算日

との間に生じた重要な取引につい

ては、連結上必要な調整を行って

おります。



前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

４ 会計処理基準に関する事項

 (1) 重要な資産の評価基準及び評

価方法

４ 会計処理基準に関する事項

 (1) 重要な資産の評価基準及び評

価方法

４ 会計処理基準に関する事項

 (1) 重要な資産の評価基準及び評

価方法

  (イ) 有価証券

  その他有価証券

   時価のあるもの

    中間連結会計期間末日の市

場価格等に基づく時価法（評

価差額は、全部純資産直入法

により処理し、売却原価は移

動平均法により算定）

  (イ) 有価証券

  その他有価証券

   時価のあるもの

同左

  (イ) 有価証券

  その他有価証券

   時価のあるもの

    連結会計年度末日の市場価

格等に基づく時価法（評価差

額は、全部純資産直入法によ

り処理し、売却原価は移動平

均法により算定） 

   時価のないもの

    移動平均法による原価法に

よっております。

    なお、投資事業組合等への

出資については、中間財務諸

表に基づいて、組合の純資産

を当社の出資持分割合に応じ

て投資有価証券として計上し

ております。

   時価のないもの

同左

   時価のないもの

    移動平均法による原価法に

よっております。

    なお、投資事業組合等への

出資については、事業年度の

財務諸表に基づいて、組合の

純資産を当社の出資持分割に

応じて投資有価証券として計

上しております。

  (ロ) デリバティブ

   時価法によっております。

  (ハ)たな卸資産

  (ロ) デリバティブ

同左

  (ハ)たな卸資産

  (ロ)デリバティブ

同左

  (ハ)たな卸資産

   商品

    移動平均法による原価法に

よっております。

   商品

同左

   商品

同左

   仕掛品

    個別法による原価法によっ

ております。

   仕掛品

同左

   仕掛品

同左

   貯蔵品

    最終仕入原価法によってお

ります。

   貯蔵品

同左

   貯蔵品

同左



  
前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

 (2) 重要な減価償却資産の減価償

却の方法

 (2) 重要な減価償却資産の減価償

却の方法

 (2) 重要な減価償却資産の減価償

却の方法

  (イ)有形固定資産

    定率法によっております。

    なお、主な耐用年数は、以

下のとおりであります。

     建物     3～18年

     工具器具備品 3～15年

  (イ)有形固定資産

    定率法によっております。

    なお、主な耐用年数は、以

下のとおりであります。

     建物     3～18年

     工具器具備品 3～15年

  (イ)有形固定資産

    定率法によっております。

    なお、主な耐用年数は、以

下のとおりであります。

     建物     3～18年

     工具器具備品 3～15年

（会計処理の変更）

法人税法の改正に伴い、当中間

連結会計期間から、平成19年４月

１日以降に取得したものについて

は、改正後の法人税法に基づく方

法に変更しております。 

 当該変更に伴う損益に与える影

響は軽微であります。

（追加情報）

当中間連結会計期間から、平成

19年３月31日以前に取得したもの

については、償却可能限度額まで

償却が終了した翌年から５年間で

均等償却する方法によっておりま

す。 

 当該変更に伴う損益に与える影

響は軽微であります。

  (ロ)無形固定資産

    市場販売目的の当社が開発

したソフトウエアについては

見込販売期間（３年）に基づ

く定額法、自社利用ソフトウ

ェアについては、社内におけ

る利用可能期間(５年)に基づ

く定額法によっております。

  (ロ)無形固定資産

同左

  (ロ)無形固定資産

同左

 (3) 重要な引当金の計上基準  (3) 重要な引当金の計上基準  (3) 重要な引当金の計上基準

  (イ)貸倒引当金

   債権の貸倒による損失に備え

るため、一般債権については貸

倒実績率により、貸倒懸念債権

等特定の債権については個別に

回収可能性を勘案し、回収不能

見込額を計上することとしてお

ります。

  (イ)貸倒引当金

同左

   

  (イ)貸倒引当金

同左

  

  (ロ)賞与引当金

   従業員に対する賞与の支給に

備えて、支給見込額の当中間連

結会計期間負担額を計上してお

ります。

  (ロ)賞与引当金

同左

   

  (ロ)賞与引当金

   従業員に対する賞与の支給に

備えて、支給見込額の当連結会

計年度負担額を計上しておりま

す。

 (4) 重要なリース取引の処理方法

   リース物件の所有権が借主に

移転すると認められるもの以外

のファイナンス・リース取引に

ついては、通常の賃貸借取引に

係る方法に準じた会計処理によ

っております。

 (4) 重要なリース取引の処理方法

同左

 (4) 重要なリース取引の処理方法

同左



 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

 (5) その他中間連結財務諸表作成

のための重要な事項

   消費税等の会計処理

   消費税等の会計処理は税抜方

式によっております。

 (5) その他中間連結財務諸表作成

のための重要な事項

   消費税等の会計処理

同左

 (5) その他連結財務諸表作成のた

めの重要な事項

   消費税等の会計処理

同左

５ 中間連結キャッシュ・フロー計

算書における資金の範囲

   手許現金、随時引き出し可能

な預金及び容易に換金可能であ

り、かつ、価値の変動について

僅少なリスクしか負わない取得

日から３か月以内に償還期限の

到来する短期投資からなってお

ります。

５ 中間連結キャッシュ・フロー計

算書における資金の範囲

同左

５ 連結キャッシュ・フロー計算書

における資金の範囲

同左



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

（貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準等）

  当中間連結会計期間から「貸借

対照表の純資産の部の表示に関す

る会計基準」(企業会計基準委員会

平成17年12月９日 企業会計基準

第５号)及び「貸借対照表の純資産

の部の表示に関する会計基準等の

適用指針」（企業会計基準委員会

平成17年12月９日 企業会計基準

適用指針第８号）を適用しており

ます。これによる損益に与える影

響はありません。

  なお、従来の「資本の部」の合

計に相当する金額は、2,049,417千

円であります。

  中間連結財務諸表規則の改正に

より、当中間連結会計期間におけ

る中間連結財務諸表は、改正後の

中間連結財務諸表規則により作成

しております。

─────
（貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準等）

  当連結会計年度から「貸借対照

表の純資産の部の表示に関する会

計基準」(企業会計基準委員会 平

成17年12月９日 企業会計基準第

５号)及び「貸借対照表の純資産の

部の表示に関する会計基準等の適

用指針」（企業会計基準委員会

平成17年12月９日 企業会計基準

適用指針第８号）を適用しており

ます。これによる損益に与える影

響はありません。 

 なお、従来の「資本の部」の合

計に相当する金額は、1,958,800千

円であります。 

 連結財務諸表規則の改正によ

り、当連結会計年度における連結

財務諸表は、改正後の連結財務諸

表規則により作成しております。

（企業結合に係る会計基準等）

  当中間連結会計期間から「企業

結合に係る会計基準」（企業会計

審議会 平成15年10月31日）及び

「事業分離等に関する会計基準」

（企業会計基準委員会 平成17年

12月27日 企業会計基準第７号）

並びに「企業結合会計基準及び事

業分離等会計基準に関する適用指

針」（企業会計基準委員会 平成

17年12月27日 企業会計基準適用

指針第10号）を適用しておりま

す。

  この結果、経常損失及び税金等

調整前中間純損失が102,966千円そ

れぞれ減少しております。

─────
（企業結合に係る会計基準等）

  当連結会計年度から「企業結合

に係る会計基準」（企業会計基準

委員会 平成15年10月31日）及び

「事業分離等に関する会計基準」

（企業会計基準委員会 平成17年

12月27日 企業会計基準第７号）

並びに「企業結合会計基準及び事

業分離等会計基準に関する適用指

針」（企業会計基準委員会 最終

改正平成18年12月22日 企業会計

基準適用指針第10号）を適用して

おります。

  この結果、経常損失及び税金等

調整前当期純損失が102,966千円そ

れぞれ減少しております。

（繰延資産の会計処理に関する当面

の取扱い）

  当中間連結会計期間から、「繰

延資産の会計処理に関する当面の

取扱い」（企業会計基準委員会

平成18年８月11日 実務対応報告

第19号）を適用しております。

  従来は営業活動によるキャッシ

ュ・フローの内訳として表示して

いた「新株発行費」は、当中間連

結会計期間より「株式交付費」と

して表示する方法に変更しており

ます。

─────
（繰延資産の会計処理に関する当面

の取扱い）

  当連結会計年度から「繰延資産

の会計処理に関する当面の取り扱

い」（企業会計基準委員会 平成

18年８月11日 実務対応指針第19

号）を適用しております。 

 これによる損益に与える影響は

ありません。 

 なお、従来は営業活動によるキ

ャッシュ・フローの内訳として表

示していた「新株発行費」は、当

連結会計年度より「株式交付費」

として表示する方法に変更してお

ります。



（表示方法の変更） 

 
  

注記事項 

(中間連結貸借対照表関係) 

  

 
  

   (中間連結損益計算書関係) 

  

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

―――――――

（中間連結貸借対照表）

 「投資その他の資産」として、前中間連結会計期間末

において一括掲記しておりました「投資有価証券」は、

当中間連結会計期間末において、資産の総額の100分の

５を上回ったため、区分掲記しております。 

 なお、前中間連結会計期間末の「投資有価証券」は、

119,632千円であります。 

（中間連結損益計算書） 

 「社債保証料」は、前中間連結会計期間において区分

掲記しておりましたが、当中間連結会計期間において、

営業外費用の100分の10を下回ったため、営業外費用の

「その他」に含めて表示しております。 

 なお、当中間連結会計期間の「社債保証料」は、773

千円であります。

前中間連結会計期間末 
(平成18年９月30日)

当中間連結会計期間末
(平成19年９月30日)

前連結会計年度末 
(平成19年３月31日)

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額

64,434千円

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額

58,578千円

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額

65,082千円

※２ 消費税等の取扱い

    仮払消費税等及び仮受消費

税等は相殺のうえ、流動資産

の「その他」に含めて表示し

ております。

※２ 

―――――――

※２

―――――――

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

 ※ 販売費及び一般管理費のうち主 

     要な費目及び金額は次のとおり 

     であります。

給与手当 38,268千円
役員報酬 25,572千円
支払報酬 15,030千円
支払手数料 17,595千円
賞与引当金 
繰入額

3,144千円
 

 ※ 販売費及び一般管理費のうち主 

     要な費目及び金額は次のとおり 

     であります。

給与手当 92,623千円
役員報酬 39,661千円
のれん償却
額

47,876千円

 

 ※ 販売費及び一般管理費のうち主 

     要な費目及び金額は次のとおり 

     であります。

給与手当 114,645千円
役員報酬 65,060千円
のれん償却
額

47,526千円



(中間連結株主資本等変動計算書関係) 

前中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

１ 発行済株式に関する事項 

   
（変動事由の概要） 

増加数の内訳は、次のとおりであります。 

 株式交換による増加 6,943株 

 ストック・オプションの権利行使による増加 72株 

  

当中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

１ 発行済株式に関する事項 

   
  

前連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

１ 発行済株式に関する事項 

   
（変動事由の概要） 

増加数の内訳は、次のとおりであります。 

 株式交換による増加 6,943株 

 ストック・オプションの権利行使による増加 100株 

  

  

(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

  

 
  

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(株) 30,968 7,015 ― 37,983

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(株) 38,011 ─ ─ 38,011

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 30,968 7,043 ─ 38,011

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

 

 ※ 現金及び現金同等物の中間連結 

     会計期間末残高と中間連結貸借 

     対照表に掲記されている科目の 

     金額との関係

現金及び 
預金

501,812千円

有価証券 99,319千円

現金及び 
現金同等物

601,131千円

  

 ※  現金及び現金同等物の中間連結 

     会計期間末残高と中間連結貸借 

     対照表に掲記されている科目の 

     金額との関係

現金及び
預金

272,064千円

有価証券 99,844千円

現金及び
現金同等物

371,908千円

 

 ※  現金及び現金同等物の期末残高 

     と連結貸借対照表に掲記されて 

     いる科目の金額との関係

現金及び
預金

509,432千円

有価証券 99,523千円

現金及び
現金同等物

608,955千円



(リース取引関係) 

 

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引

1 リース物件の取得価額相当額、減

価償却累計額相当額及び中間期末

残高相当額

1 リース物件の取得価額相当額、減

価償却累計額相当額及び中間期末

残高相当額

1 リース物件の取得価額相当額、減

価償却累計額相当額及び期末残高

相当額

 

取得価額

相 当 額 

（千円）

減価償却 

累 計 額 

相 当 額 

（千円）

中間期末

残  高

相 当 額

（千円）

建物 535 401 134

工具器具

備品
34,469 17,312 17,156

合計 35,004 17,714 17,290
 

取得価額

相 当 額

（千円）

減価償却

累 計 額

相 当 額

（千円）

中間期末

残  高

相 当 額

（千円）

工具器具

備品
36,865 23,379 13,485

合計 36,865 23,379 13,485

 

取得価額

相 当 額 

（千円）

減価償却 

累 計 額 

相 当 額 

（千円）

期末残高

相 当 額

（千円）

工具器具

備品
36,865 19,474 17,390

合計 36,865 19,474 17,390

２ 未経過リース料中間期末残高相

当額

２ 未経過リース料中間期末残高相

当額

２ 未経過リース料期末残高相当額

 

１年内 7,678千円

１年超 10,294千円

 合計 17,973千円
 

１年内 6,090千円

１年超 8,092千円

 合計 14,182千円

１年内 7,802千円

１年超 10,289千円

合計 18,091千円

３ 支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額

３ 支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額

３ 支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額

 

支払リース料 2,447千円

減価償却費 
相当額

2,246千円

支払利息相当額 246千円
 

支払リース料 4,278千円

減価償却費
相当額

3,905千円

支払利息相当額 369千円

支払リース料 6,725千円

減価償却費
相当額

6,151千円

支払利息相当額 691千円

４ 減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、

残存価額を零とする定額法によ

っております。

４ 減価償却費相当額の算定方法

同左

４ 減価償却費相当額の算定方法

同左

５ 利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の

取得価額相当額との差額を利息

相当額とし、各期への配分方法

については、利息法によってお

ります。

５ 利息相当額の算定方法

同左

５ 利息相当額の算定方法

同左

 



(有価証券関係) 

前中間連結会計期間末（平成18年９月30日） 

１ 時価のある有価証券 

 
  

２ 時価評価されていない主な有価証券 

 
  

  

当中間連結会計期間末（平成19年９月30日） 

１ 時価のある有価証券 

 
  

２ 時価評価されていない主な有価証券 

 
  

区分 取得原価（千円）
中間連結貸借対照表計上額

(千円)
差額（千円）

その他有価証券

  ① 株式 2,047 2,948 900

  ② その他 99,311 99,319 8

計 101,358 102,267 908

区分 中間連結貸借対照表計上額 (千円)

その他有価証券

  ① 非上場株式 96,930

  ② 投資事業組合出資金  6,060

計 102,990

区分 取得原価（千円）
中間連結貸借対照表計上額

(千円)
差額（千円）

その他有価証券

  ① 株式 2,047 2,289 241

  ② その他 99,311 99,844 533

計 101,358 102,133 774

区分 中間連結貸借対照表計上額 (千円)

その他有価証券

  ① 非上場株式 44,656

  ② 投資事業組合出資金 163,367

計 208,023



前連結会計年度末（平成19年３月31日） 

１ 時価のある有価証券 

 
  

２ 時価評価されていない主な有価証券 

 
  

区分 取得原価（千円）
連結貸借対照表計上額

(千円)
差額（千円）

その他有価証券

  ① 株式 2,047 2,577 529

  ② その他 99,311 99,523 211

計 101,358 102,100 741

区分 連結貸借対照表計上額 (千円)

その他有価証券

  ① 非上場株式 57,867

  ② 投資事業組合出資金 203,017

計 260,884



(デリバティブ取引関係) 

  前中間連結会計期間末（平成18年9月30日） 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益 

 
 (注) 時価の算定方法 

    時価は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。 

  

  当中間連結会計期間末（平成19年9月30日） 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益 

 
 (注) 時価の算定方法 

    時価は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。 

  

 前連結会計年度末（平成19年3月31日） 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益 

 
 (注) 時価の算定方法 

    時価は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。 

  

(ストック・オプション等関係) 

 前中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

  該当事項はありません。 

  

 当中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

  該当事項はありません。 

  

 前連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

  該当事項はありません。 

  

対象物 
の種類

取引の 
種類

契約額等 
(千円)

契約額等のうち
1年超 (千円)

時 価
(千円)

評価損益 
(千円)

金 利
スワップ 
取 引

200,000 200,000 △4,024 △4,024

合 計 200,000 200,000 △4,024 △4,024

対象物 
の種類

取引の 
種類

契約額等 
(千円)

契約額等のうち
1年超 (千円)

時 価
(千円)

評価損益 
(千円)

金 利
スワップ 
取 引

200,000 200,000 △3,229 △3,229

合 計 200,000 200,000 △3,229 △3,229

対象物 
の種類

取引の 
種類

契約額等 
(千円)

契約額等のうち
1年超 (千円)

時 価
(千円)

評価損益 
(千円)

金 利
スワップ 
取 引

200,000 200,000 △5,031 △5,031

合 計 200,000 200,000 △5,031 △5,031



(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

前中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

全セグメントの売上高及び営業利益の金額の合計額に占める業務・システム 適化ソリューション事業の割合がい

ずれも90％超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

  

当中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

  

   
(注) １．事業区分の方法及び各区分に属する主要なサービス等の名称 

事業区分は、サービスの内容及び特性を考慮して区分しております。 

 
２．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用（1,388千円）は、親会社の管理部門に係

る費用であります。 

  

業務・システム
適化ソリュー

ション事業 
   (千円)

医療関連支援
システム事業 

(千円)

計
(千円)

消去又は全社 
(千円)

連結 
(千円)

  売上高

（1）外部顧客に 
   対する売上高

107,325 489,185 596,511 ─ 596,511

（2）セグメント間の内部 
   売上高及び振替高

─ ─ ─ ─ ─

          計 107,325 489,185 596,511 ─ 596,511

  営業費用 210,098 623,156 833,255 458 833,714

  営業損失 102,773 133,970 236,743 （458） 237,202

事業区分 主要なサービス

業務・システム 適化 
ソリューション事業

業務・システム 適化コンサルティングサービス

医療関連支援システム事業 医療・薬局・福祉系システム・パッケージソフトの開発及び販売



前連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

   
(注) １．事業区分の方法及び各区分に属する主要なサービス等の名称 

事業区分は、サービスの内容及び特性を考慮して区分しております。 
  

   
２．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用（2,708千円）は、親会社の管理部門に係

る費用であります。 

【所在地別セグメント情報】 

  前中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

  本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

  当中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

  本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

前連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

 本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

【海外売上高】 

 前中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

海外売上高がないため該当事項はありません。 

  

 当中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

海外売上高がないため該当事項はありません。 

  

前連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

  海外売上高がないため該当事項はありません。 

  

業務・システム
適化ソリュー

ション事業 
   (千円)

医療関連支援
システム事業 

(千円)

計
(千円)

消去又は全社 
(千円)

連結 
(千円)

  売上高

（1）外部顧客に 
   対する売上高

512,495 397,912 910,407 ─ 910,407

（2）セグメント間の内部 
   売上高及び振替高

─ ─ ─ ─ ─

          計 512,495 397,912 910,407 ─ 910,407

  営業費用 585,446 364,859 950,306 2,708 953,015

  営業利益又は 
  営業損失（△）

△72,950 33,052 △39,898 (2,708) △42,607

事業区分 主要なサービス

業務・システム 適化 
ソリューション事業

業務・システム 適化コンサルティングサービス

医療関連支援システム事業 医療・薬局・福祉系システム・パッケージソフトの開発及び販売



(企業結合等関係) 

  
前中間連結会計期間（自 平成18年4月１日 至 平成18年９月30日） 

１．被取得企業の名称及び事業の内容、企業結合を行った主な理由、企業結合日、企業結合の法的形式、結合後企業の

名称及び取得した議決権比率 

 (1) 被取得企業の名称及び事業の内容 

    モイス研究所株式会社  医療関連支援システム事業 

 (2) 企業結合を行った主な理由 

    医療関連システム事業への参入 

 (3) 企業結合日 

    平成18年８月１日 

 (4) 企業結合の法的形式 

    株式交換 

 (5) 結合後企業の名称 

    株式会社デュオシステムズ 

 (6) 取得した議決権比率 

    100.0％ 

  

２．中間連結財務諸表に含まれている被取得企業の業績の期間 

  当中間連結会計期間末において株式の取得が行われたものとみなして処理しており、当中間連結会計期間の業績に 

 は含んでおりません。 

  

３．被取得企業の取得原価及びその内訳 

  取得の対価 

   株式会社デュオシステムズの株式 1,048,393千円 

  取得に直接要した支出 

   アドバイザリー費用等         102,966千円 

      取得原価           1,151,359千円 

  

４．株式の種類別の交換比率及びその算定方法ならびに交付株式数及びその評価額 

 (1) 株式の種類及び交換比率 

    普通株式  株式会社デュオシステムズ １：モイス研究所株式会社 1.756 

 (2) 交換比率の算定方法 

      株式交換比率につきましては、第三者機関が以下の方法で算出した結果を踏まえ、両者間で協議のうえ、

決定いたしました。 

     株式会社デュオシステムズ 平成18年１月４日から平成18年３月31日までのマザーズ市場株価の平均値 

     モイス研究所株式会社   DCF(ディスカウンテッド・キャッシュ・フロー)法及び類似会社比準法 

 (3) 交付株式数及びその評価額 

    6,943株  1,048,393千円 

  

５．発生したのれん又は負ののれんの金額、発生原因、償却の方法及び償却期間 

 (1) のれんの金額   950,523千円 

 (2) 発生原因 

モイス研究所株式会社の今後の事業展開によって期待される将来の超過収益力から発生したものであります。 

 (3) 償却の方法及び償却期間 

    10年間で均等償却 



６．企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳 

   流動資産      240,908千円 

   固定資産      676,064千円 

    資産計       916,973千円 

   流動負債      551,672千円 

   固定負債      164,464千円 

    負債計       716,137千円 

７．企業結合が中間連結会計期間開始日に完了したと仮定した場合の当中間連結会計期間の中間連結損益計算書に及ぼ

す影響の概算額 

    売上高及び損益情報 

    売上高        696,914千円 

    営業損失       217,917千円 

    経常損失       234,793千円 

    中間純損失      214,355千円 

    1株当たり中間純損失  6,663.63円 

  

（注）概算額の算定方法及び重要な前提条件 

  ①企業結合が中間会計期間開始日に完了したと仮定して、売上高及び損益情報を計算しております。 

  ②のれんの償却期間及び償却方法は当中間連結会計期間開始の日から10年定額法で償却しております。なお、当該

注記情報については監査証明を受けておりません。 

  

  

当中間連結会計期間（自 平成19年4月１日 至 平成19年９月30日） 

 該当事項はありません。 

  

  

前連結会計年度（自 平成18年4月１日 至 平成19年３月31日） 

１．被取得企業の名称及び事業の内容、企業結合を行った主な理由、企業結合日、企業結合の法的形式、結合後企業の

名称及び取得した議決権比率 

 (1) 被取得企業の名称及び事業の内容 

    モイス研究所株式会社  医療関連支援システム事業 

 (2) 企業結合を行った主な理由 

    医療関連システム事業への参入 

 (3) 企業結合日 

    平成18年８月１日 

 (4) 企業結合の法的形式 

    株式交換 

 (5) 結合後企業の名称 

    株式会社デュオシステムズ 

 (6) 取得した議決権比率 

    100.0％ 

  

２．連結財務諸表に含まれている被取得企業の業績の期間 

  当中間連結会計期間末において株式の取得が行われたものとみなして処理しており、当第３四半期連結会計期間よ 

 り業績に含んでおります。 

  

３．被取得企業の取得原価及びその内訳 

  取得の対価 

   株式会社デュオシステムズの株式 1,048,393千円 

  取得に直接要した支出 

   アドバイザリー費用等         102,966千円 

      取得原価           1,151,359千円 

  



４．株式の種類別の交換比率及びその算定方法ならびに交付株式数及びその評価額 

 (1) 株式の種類及び交換比率 

    普通株式  株式会社デュオシステムズ １：モイス研究所株式会社 1.756 

 (2) 交換比率の算定方法 

      株式交換比率につきましては、第三者機関が以下の方法で算出した結果を踏まえ、両者間で協議のうえ、

決定いたしました。 

     株式会社デュオシステムズ 平成18年１月４日から平成18年３月31日までのマザーズ市場株価の平均値 

     モイス研究所株式会社   DCF(ディスカウンテッド・キャッシュ・フロー)法及び類似会社比準法 

 (3) 交付株式数及びその評価額 

    6,943株  1,048,393千円 

  

５．発生したのれん又は負ののれんの金額、発生原因、償却の方法及び償却期間 

 (1) のれんの金額   950,523千円 

 (2) 発生原因 

モイス研究所株式会社の今後の事業展開によって期待される将来の超過収益力から発生したものであります。 

 (3) 償却の方法及び償却期間 

    10年間で均等償却 

  

６．企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳 

   流動資産      240,908千円 

   固定資産      676,064千円 

    資産計       916,973千円 

   流動負債      551,672千円 

   固定負債      164,464千円 

    負債計       716,137千円 

  

７．企業結合が連結会計年度開始日に完了したと仮定した場合の当連結会計年度の連結損益計算書に及ぼす影響の概算

額 

    売上高及び損益情報 

    売上高       1,487,926千円 

    営業損失       138,810千円 

    経常損失       166,128千円 

    当期純損失      306,759千円 

    1株当たり当期純損失  8,747.08円 

  

（注）概算額の算定方法及び重要な前提条件 

  ①企業結合が当連結会計年度開始日に完了したと仮定して、売上高及び損益情報を計算しております。 

  ②のれんの償却期間及び償却方法は当連結会計年度開始の日から10年定額法で償却しております。なお、当該注記

情報については監査証明を受けておりません。 

  



(１株当たり情報) 

  

 
（注）算定上の基礎 

１．１株当たり純資産額 

 
    

２．１株当たり中間（当期）純損失 

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

１株当たり純資産額 53,956.18円 １株当たり純資産額 43,419.73円 １株当たり純資産額 51,532.47円

１株当たり中間純損失 3,918.28円 １株当たり中間純損失 7,111.75円 １株当たり当期純損失 6,228.90円

 なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益については、新株引受権

の残高がありますが、１株当たり中

間純損失が計上されているため、記

載しておりません。

 なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益については、新株引受権

の残高がありますが、１株当たり中

間純損失が計上されているため、記

載しておりません。

 なお、潜在株式調整後１株当たり

当期純利益については、新株引受権

の残高がありますが、１株当たり当

期純損失が計上されているため、記

載しておりません。

前中間連結会計期間末
(平成18年９月30日)

当中間連結会計期間末
(平成19年９月30日)

前連結会計年度末
(平成19年３月31日)

中間連結貸借対照表(連結貸借対照
表)の純資産の部の合計額 (千円)

2,049,417 1,650,427 1,958,800

普通株式に係る純資産額  (千円) 2,049,417 1,650,427 1,958,800

普通株式の発行済株式数  (株) 37,983 38,011 38,011

１株当たり純資産額の算定に 
用いられた普通株式の数  (株)

37,983 38,011 38,011

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

中間連結損益計算書（連結損益計

算書）上の中間（当期）純損失 

            (千円)

126,043 270,324 218,447

普通株式に係る中間（当期）純損

失 

            (千円)

126,043 270,324 218,447

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ─ ─

普通株式の期中平均株式数(株) 32,168 38,011 35,070

希薄化効果を有しないため、潜在

株式調整後１株当たり中間(当期)

純利益の算定に含めなかった潜在

株式の概要

 新株予約権（旧商

法第280条ノ19第１

項の規定に基づく新

株引受権）

1,272株

 新株予約権（旧商

法第280条ノ19第１

項の規定に基づく新

株引受権）

1,156株

 新株予約権（旧商

法第280条ノ19第１

項の規定に基づく新

株引受権）

1,156株



(重要な後発事象) 

 
  

(2)【その他】 

   該当事項はありません。 

  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

―――――――
 当社は、平成19年７月25日開催の取

締役会において、下記のとおり本社所

在地を変更することを決議し、平成19

年11月12日に本社事務所移転を実施い

たしました。

１．新本社所在地

  東京都文京区大塚二丁目15番６号

２．業務開始日

  平成19年11月12日

３．移転の理由

    本社事務所の移転により、コスト 

 削減と業務運営の効率化等を図るた 

 めであります。

４．業績への影響

  本社所在地変更に伴う支払家賃の 

 減少17百万円により営業利益・経常 

 利益が増加するものの、移転関連費 

 用73百万円の特別損失計上を見込ん 

 でいることから、当期純利益につい 

 ては56百万円減少することが予想さ 

 れます。

―――――――



２ 【中間財務諸表等】 

(1) 【中間財務諸表】 

① 【中間貸借対照表】 

  

 
  

前中間会計期間末 

(平成18年９月30日)

当中間会計期間末 

(平成19年９月30日)

前事業年度の 

要約貸借対照表 

(平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

（資産の部）

Ⅰ 流動資産

１．現金及び預金 265,731 236,732 359,378

２．売掛金 33,959 44,117 235,239

３．有価証券 ─ 99,844 99,523

４．たな卸資産 69,063 67,030 11,849

５．短期貸付金 500,000 200,000 100,000

６．その他 ※2 124,433 19,876 26,695

 流動資産合計 993,187 41.3 667,601 30.5 832,685 34.8

Ⅱ 固定資産

１．有形固定資産 ※1 30,118 25,027 27,242

２．無形固定資産 1,378 779 990

３．投資その他の資産

(1)投資有価証券 ─ 197,573 255,684

(2)関係会社株式 1,186,977 1,171,359 1,171,359

(3)その他 195,477 130,032 102,163

  投資その他の資産 

  合計
1,382,454 1,498,966 1,529,208

 固定資産合計 1,413,951 58.7 1,524,772 69.5 1,557,440 65.2

 資産合計 2,407,138 100.0 2,192,374 100.0 2,390,126 100.0



 
  

前中間会計期間末 

(平成18年９月30日)

当中間会計期間末 

(平成19年９月30日)

前事業年度の 

要約貸借対照表 

(平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

（負債の部）

Ⅰ 流動負債

１．短期借入金 100,000 100,000 100,000

２．１年内返済予定 

  長期借入金
23,200 23,600 23,200

３．１年内償還予定社債 40,000 40,000 40,000

４．賞与引当金 10,407 11,812 10,095

５．その他 35,261 31,470 40,437

 流動負債合計 208,869 8.7 206,882 9.4 213,732 8.9

Ⅱ 固定負債

１．社債 120,000 80,000 100,000

２．長期借入金 23,600 ─ 12,000

 固定負債合計 143,600 5.9 80,000 3.7 112,000 4.7

 負債合計 352,469 14.6 286,882 13.1 325,732 13.6

（純資産の部)

Ⅰ 株主資本

１．資本金 729,125 30.3 730,070 33.3 730,070 30.5

２．資本剰余金

   資本準備金 1,636,268 1,334,198 1,637,213

  資本剰余金合計 1,636,268 68.0 1,334,198 60.9 1,637,213 68.5

３．利益剰余金

   その他利益剰余金

    繰越利益剰余金 △310,731 △120,491 △303,014

  利益剰余金合計 △310,731 △12.9 △120,491 △5.5 △303,014 △12.6

  株主資本合計 2,054,661 85.4 1,943,777 88.7 2,064,268 86.4

Ⅱ 評価・換算差額等

   その他有価証券 

   評価差額金
8 △38,285 125

  評価・換算差額等 

  合計
8 0.0 △38,285 △1.8 125 0.0

  純資産合計 2,054,669 85.4 1,905,491 86.9 2,064,394 86.4

  負債純資産合計 2,407,138 100.0 2,192,374 100.0 2,390,126 100.0



② 【中間損益計算書】 

  

 
  

前中間会計期間

(自 平成18年４月１日

至 平成18年９月30日)

当中間会計期間

(自 平成19年４月１日

至 平成19年９月30日)

前事業年度の

要約損益計算書

(自 平成18年４月１日

至 平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
百分比
(％)

金額(千円)
百分比
(％)

金額(千円)
百分比
(％)

Ⅰ 売上高 119,396 100.0 106,365 100.0 511,010 100.0

Ⅱ 売上原価 85,475 71.6 70,366 66.2 312,448 61.1

   売上総利益 33,920 28.4 35,999 33.8 198,561 38.9

Ⅲ 販売費及び一般管理費 153,100 128.2 138,893 130.5 270,893 53.0

   営業損失 119,179 △99.8 102,894 △96.7 72,331 △14.1

Ⅳ 営業外収益 ※1 4,313 3.6 5,666 5.3 8,121 1.6

Ⅴ 営業外費用 ※2 3,180 2.7 3,102 2.9 5,243 1.0

   経常損失 118,047 △98.9 100,330 △94.3 69,454 △13.5

Ⅵ 特別損失 ※3 ― ― 18,461 17.4 39,180 7.7

   税引前中間(当期) 

   純損失
118,047 △98.9 118,791 △111.7 108,634 △21.2

   法人税、住民税 

   及び事業税
1,695 1.4 1,700 1.6 3,390 0.7

   中間(当期)純損失 119,742 △100.3 120,491 △113.3 112,024 △21.9



③ 【中間株主資本等変動計算書】 

前中間会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

  

 
  

株主資本
評価・換算 
差額等

純資産合計
資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本 

合計

その他 

有価証券 

評価差額金
資本準備金

その他
利益剰余金

繰越利益
剰余金

平成18年３月31日残高(千円) 726,695 585,445 △190,989 1,121,150 ─ 1,121,150

中間会計期間中の変動額

 新株の発行
(新株予約権の行使)

2,430 2,430 4,860 4,860

 株式交換による増加 1,048,393 1,048,393 1,048,393

 中間純損失 △119,742 △119,742 △119,742

 株主資本以外の項目の中間
会計期間中の変動額(純額)

8 8

中間会計期間中の変動額合計
(千円)

2,430 1,050,823 △119,742 933,510 8 933,519

平成18年９月30日残高(千円) 729,125 1,636,268 △310,731 2,054,661 8 2,054,669



当中間会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

  

 
  

 
  

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本 

合計資本準備金
その他 

資本剰余金

その他
利益剰余金

繰越利益
剰余金

平成19年３月31日残高(千円) 730,070 1,637,213 ─ △303,014 2,064,268

中間会計期間の変動額

 資本準備金取崩額 △303,014 303,014 ─ ─

 その他資本剰余金取崩額 △303,014 303,014 ─

 中間純損失 △120,491 △120,491

 株主資本以外の項目の中間
会計期間中の変動額(純額)

中間会計期間の変動額合計
(千円)

─ △303,014 ─ 182,523 △120,491

平成19年９月30日残高(千円) 730,070 1,334,198 ─ △120,491 1,943,777

評価・換算差額等

純資産合計
その他 

有価証券 

評価差額金

評価・換算 

差額等合計

平成19年３月31日残高(千円) 125 125 2,064,394

中間会計期間の変動額

 資本準備金取崩額 ─ ─

 その他資本剰余金取崩額 ─ ─

 中間純損失 ─ △120,491

 株主資本以外の項目の中間
会計期間中の変動額(純額)

△38,411 △38,411

中間会計期間の変動額合計
(千円)

△38,411 △38,411 △158,902

平成19年９月30日残高(千円) △38,285 △38,285 1,905,491



前事業年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

  

 
  

株主資本
評価・換算 
差額等

純資産合計
資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本 

合計

その他有価証

券評価差額金資本準備金

その他
利益剰余金

繰越利益
剰余金

平成18年３月31日残高(千円) 726,695 585,445 △190,989 1,121,150 ─ 1,121,150

事業年度中の変動額

 新株の発行
(新株予約権の行使)

3,375 3,375 6,750 6,750

 株式交換による増加 1,048,393 1,048,393 1,048,393

 当期純損失 △112,024 △112,024 △112,024

 株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額(純額)

125 125

事業年度中の変動額合計
(千円)

3,375 1,051,768 △112,024 943,118 125 943,244

平成19年３月31日残高(千円) 730,070 1,637,213 △303,014 2,064,268 125 2,064,394



中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

  

 
  

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

１ 資産の評価基準及び評価方法

 (1) 有価証券

  ①子会社株式及び関連会社株式

    移動平均法による原価法を

採用しております。

  ②その他有価証券

１ 資産の評価基準及び評価方法

 (1) 有価証券

  ①子会社株式

同左    

 

  ②その他有価証券

１ 資産の評価基準及び評価方法

 (1) 有価証券

  ①子会社株式

同左

  ②その他有価証券 

時価のあるもの

  中間会計期間末日の市場価格

等に基づく時価法（評価差額

は、全部純資産直入法により処

理し、売却原価は、移動平均法

により算定）によっておりま

す。

時価のないもの

  移動平均法による原価法によ

っております。

  なお、投資事業組合等への出

資については、中間財務諸表に

基づいて、組合の純資産を当社

の出資持分割合に応じて投資有

価証券として計上しておりま

す。

時価のあるもの

同左

  

時価のないもの

同左

  

時価のあるもの

  事業年度末日の市場価格等に

基づく時価法（評価差額は、全

部純資産直入法により処理し、

売却原価は、移動平均法により

算定）によっております。

時価のないもの

  移動平均法による原価法によ

っております。

  なお、投資事業組合等への出

資については、事業年度の財務

諸表に基づいて、組合の純資産

を当社の出資持分割合に応じて

投資有価証券として計上してお

ります。

 (2) たな卸資産

仕掛品

   個別法による原価法によって

おります。

 (2) たな卸資産

仕掛品

同左

 (2) たな卸資産

仕掛品

同左

２ 固定資産の減価償却の方法

 (1) 有形固定資産

定率法によっております。な

お、主な耐用年数は、以下のと

おりであります。

    建物       8～18年

    工具器具備品   3～15年

２ 固定資産の減価償却の方法 

 (1) 有形固定資産

定率法によっております。な

お、主な耐用年数は、以下のと

おりであります。

    建物       8～18年

    工具器具備品   3～15年

２ 固定資産の減価償却の方法

 (1) 有形固定資産

定率法によっております。な

お、主な耐用年数は、以下のと

おりであります。

    建物       8～18年

    工具器具備品   3～15年

（追加情報）

当中間会計期間から、平成19年

３月31日以前に取得したものにつ

いては、償却可能限度額まで償却

が終了した翌年から５年間で均等

償却する方法によっております。 

 当該変更に伴う損益に与える影

響は軽微であります。

 (2) 無形固定資産

自社利用ソフトウェアについ

ては、社内における利用可能期

間（５年）に基づく定額法によ

っております。

 (2) 無形固定資産

同左

 (2) 無形固定資産

同左



  

 
  

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

３ 引当金の計上基準 ３ 引当金の計上基準 ３ 引当金の計上基準

 (1) 貸倒引当金

債権の貸倒による損失に備え

るため、一般債権については貸

倒実績率により、貸倒懸念債権

等特定の債権については個別に

回収可能性を勘案し、回収不能

見込額を計上することとしてお

ります。

 (1) 貸倒引当金

同左

 (1) 貸倒引当金

同左

 (2) 賞与引当金

従業員に対する賞与の支給に

備えて、支給見込額の当中間会

計期間負担額を計上しておりま

す。

 (2) 賞与引当金

同左

 (2) 賞与引当金

従業員に対する賞与の支給に

備えて、支給見込額の当事業年

度負担額を計上しております。

４ リース取引の処理方法

   リース物件の所有権が借主に

移転すると認められるもの以外

のファイナンス・リース取引に

ついては、通常の賃貸借取引に

準じた会計処理によっておりま

す。

４ リース取引の処理方法

同左

４ リース取引の処理方法

同左

５ その他中間財務諸表作成の基本

となる重要な事項

 (1) 消費税等の会計処理

   税抜方式によっております。

５ その他中間財務諸表作成の基本

となる重要な事項

 (1) 消費税等の会計処理

同左

５ その他財務諸表作成の基本とな

る重要な事項

 (1) 消費税等の会計処理

同左



中間財務諸表作成の基本となる重要な事項の変更 

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

（貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準等）

  当中間会計期間から「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基

準」(企業会計基準委員会 平成17

年12月９日 企業会計基準第５号)

及び「貸借対照表の純資産の部の表

示に関する会計基準等の適用指針」

（企業会計基準委員会 平成17年12

月９日 企業会計基準適用指針第８

号）を適用しております。     

  これによる損益に与える影響はあ

りません。

  なお、従来の「資本の部」の合計

に相当する金額は2,054,669千円で

あります。

  中間財務諸表等規則の改正によ

り、当中間会計期間における中間財

務諸表は、改正後の中間財務諸表等

規則により作成しております。

―――――――

（貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準等）

  当事業年度から「貸借対照表の純

資産の部の表示に関する会計基準」

(企業会計基準委員会 平成17年12

月９日 企業会計基準第５号)及び

「貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準等の適用指針」（企

業会計基準委員会 平成17年12月９

日 企業会計基準適用指針第８号）

を適用しております。これによる損

益に与える影響はありません。   

  なお、従来の「資本の部」の合計

に相当する金額は2,064,394千円で

あります。

  財務諸表等規則の改正により、当

事業年度における財務諸表は、改正

後の財務諸表等規則により作成して

おります。

（企業結合に係る会計基準等）

  当中間会計期間から「企業結合に

係る会計基準」(企業会計審議会 

平成15年10月31日)及び「事業分離

等に関する会計基準」（企業会計基

準委員会 平成17年12月27日 企業

会計基準第７号）並びに「企業結合

会計基準及び事業分離等会計基準に

関する適用指針」（企業会計基準委

員会 平成17年12月27日 企業会計

基準適用指針第10号）を適用してお

ります。

  この結果、経常損失及び税引前中

間純損失が102,966千円それぞれ減

少しております。

―――――――

（企業結合に係る会計基準等）

  当事業年度から「企業結合に係る

会計基準」(企業会計審議会 平成

15年10月31日)及び「事業分離等に

関する会計基準」（企業会計基準委

員会 平成17年12月27日 企業会計

基準第７号）並びに「企業結合会計

基準及び事業分離等会計基準に関す

る適用指針」（企業会計基準委員会

最終平成18年12月22日 企業会計基

準適用指針第10号）を適用しており

ます。

  この結果、経常損失及び税引前当

期純損失が102,966千円それぞれ減

少しております。

  この結果、経常損失及び税引前当

期純損失が102,966千円それぞれ減

少しております。

（繰延資産の会計処理に関する当面の

取扱い）

  当中間会計期間から、「繰延資産

の会計処理に関する当面の取扱い」

（企業会計基準委員会 平成18年８

月11日 実務対応報告第19号）を適

用しております。

  従来は営業外費用の内訳として表

示していた「新株発行費」は、当中

間会計期間より「株式交付費」とし

て表示する方法に変更しておりま

す。

―――――――

（繰延資産の会計処理に関する当面の

取扱い）

  当事業年度から、「繰延資産の会

計処理に関する当面の取扱い」（企

業会計基準委員会 平成18年８月11

日 実務対応指針第19号）を適用し

ております。

  従来は営業外費用の内訳として表

示していた「新株発行費」は、当事

業年度より「株式交付費」として表

示する方法に変更しております。 

 前事業年度において営業外費用の

内訳として表示していた「新株発行

費」は、当事業年度において営業外

費用の総額の100分の10以下となっ

たため「その他」に含めて表示して

おります。 

 なお、当事業年度における「株式

交付費」の全額は470千円でありま

す。



注記事項 

(中間貸借対照表関係) 
  

 
  

(中間損益計算書関係) 

  

   

前中間会計期間末 
(平成18年９月30日)

当中間会計期間末
(平成19年９月30日)

前事業年度末 
(平成19年３月31日)

 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額

39,337千円

※２ 消費税等の取扱い

    仮払消費税等及び仮受消費

税等は相殺のうえ、流動資産

の「その他」に含めて表示し

ております。

 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額

44,428千円

※２ 消費税等の取扱い
同左

 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額

42,213千円

※２   ―――――――

 ３ 偶発債務

  銀行借入に対する保証債務

モイス研究所

株式会社
200,000千円

200,000千円

 ３ 偶発債務

  銀行借入に対する保証債務

モイス研究所

株式会社
142,860千円

142,860千円

 ３ 偶発債務

  銀行借入に対する保証債務

モイス研究所

株式会社
200,000千円

200,000千円

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

※１ 営業外収益のうち主要なもの

受取利息 2,402千円

業務受託 

手数料
1,800千円

※１ 営業外収益のうち主要なもの

受取利息 2,682千円

業務受託 

手数料
2,700千円

※１ 営業外収益のうち主要なもの

受取利息 4,268千円

業務受託 

手数料
3,600千円

 

※２ 営業外費用のうち主要なもの

支払利息 1,083千円

社債利息 640千円

社債保証料 985千円

株式交付費 470千円

※２ 営業外費用のうち主要なもの

支払利息 775千円

社債利息 505千円

社債保証料 773 千円

投資事業 

組合運用損
1,047千円

 

※２  営業外費用のうち主要なもの

支払利息 1,696千円

社債利息 1,220千円

社債保証料 1,855千円

※３   ――――――― ※３ 特別損失のうち主要なもの

投資有価証券

評価損
18,461千円

※３ 特別損失のうち主要なもの

投資有価証券

評価損
39,062千円

 ４ 減価償却実施額

有形固定資産 2,875千円

無形固定資産 387千円

 ４ 減価償却実施額

有形固定資産 2,214千円

無形固定資産 211千円

 ４ 減価償却実施額

有形固定資産 5,752千円

無形固定資産 775千円



(中間株主資本等変動計算書関係) 

前中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

１ 発行済株式に関する事項 

   
（変動事由の概要） 

増加数の内訳は、次のとおりであります。 

 株式交換による増加 6,943株 

 ストック・オプションの権利行使による増加 72株 

  

当中間会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

１ 発行済株式に関する事項 

   
  

前事業年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

１ 発行済株式に関する事項 

   
（変動事由の概要） 

増加数の内訳は、次のとおりであります。 

 株式交換による増加 6,943株 

 ストック・オプションの権利行使による増加 100株 

  

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末

普通株式(株) 30,968 7,015 ― 37,983

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末

普通株式(株) 38,011 ─ ─ 38,011

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 30,968 7,043 ─ 38,011



(リース取引関係) 
  

 
  

(有価証券関係) 

前中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間末において子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

当中間会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

当中間会計期間末において子会社株式で時価のあるものはありません。 

前事業年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

当事業年度末において子会社株式で時価のあるものはありません。 

  

(企業結合等関係) 

中間連結財務諸表 注記事項（企業結合等関係）に記載のとおりであります。 

  

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引

１ リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間

期末残高相当額

１ リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間

期末残高相当額

１ リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び期末

残高相当額

 

取得価額

相当額 

（千円）

減価償却 

累計額 

相当額 

（千円）

中間期末

残高 

相当額 

（千円）

工具器具

備品
25,027 12,406 12,620

合計 25,027 12,406 12,620

 

取得価額

相当額 

（千円）

減価償却

累計額 

相当額 

（千円）

中間期末

残高 

相当額 

（千円）

工具器具

備品
25,027 16,899 8,127

合計 25,027 16,899 8,127

取得価額

相当額 

（千円）

減価償却 

累計額 

相当額 

（千円）

期末残高

相当額 

（千円）

工具器具

備品
25,027 14,652 10,374

合計 25,027 14,652 10,374

２ 未経過リース料中間期末残高相

当額

２ 未経過リース料中間期末残高相

当額

２ 未経過リース料期末残高相当額

 

１年内 4,499千円

１年超 8,618千円

 合計 13,117千円
 

１年内 3,529千円

１年超 5,088千円

 合計 8,618千円

１年内 4,472千円

１年超 6,412千円

合計 10,884千円

３ 支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額

３ 支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額

３ 支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額

 

支払リース料 2,447千円

減価償却費 
相当額

2,246千円

支払利息相当額 246千円
 

支払リース料 2,447千円

減価償却費
相当額

2,246千円

支払利息相当額 181千円

支払リース料 4,895千円

減価償却費
相当額

4,493千円

支払利息相当額 460千円

４ 減価償却費相当額の算定方法

   リース期間を耐用年数とし、

残存価額を零とする定額法によ

っております。

４ 減価償却費相当額の算定方法

同左

４ 減価償却費相当額の算定方法

同左

５ 利息相当額の算定方法

   リース料総額とリース物件の

取得価額相当額との差額を利息

相当額とし、各期への配分方法

については、利息法によってお

ります。

５ 利息相当額の算定方法

同左

５ 利息相当額の算定方法

同左



(１株当たり情報) 

  

 
(注) 算定上の基礎 

１．１株当たり純資産額 

 
     

２．１株当たり中間（当期）純損失 

 
  

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

１株当たり純資産額 54,094.45円 １株当たり純資産額 50,130.00円 １株当たり純資産額 54,310.45円

１株当たり中間純損失 3,722.40円 １株当たり中間純損失 3,169.90円 １株当たり当期純損失 3,194.31円

 なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益については、新株引受権

の残高がありますが、１株当たり中

間純損失が計上されているため、記

載しておりません。

 なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益については、新株引受権

の残高がありますが、１株当たり中

間純損失が計上されているため、記

載しておりません。

 なお、潜在株式調整後１株当たり

当期純利益については、新株引受権

の残高がありますが、１株当たり当

期純損失が計上されているため、記

載しておりません。

前中間会計期間末
(平成18年９月30日)

当中間会計期間末
(平成19年９月30日)

前事業年度末
(平成19年３月31日)

中間貸借対照表(貸借対照表)の純
資産の部の合計額    (千円)

2,054,669 1,905,491 2,064,394

普通株式に係る純資産額 (千円) 2,054,669 1,905,491 2,064,394

普通株式の発行済株式数 (株) 37,983 38,011 38,011

１株当たり純資産額の算定に 
用いられた普通株式の数 (株)

37,983 38,011 38,011

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

中間損益計算書（損益計算書）上

の中間（当期）純損失  (千円)
119,742 120,491 112,024

普通株式に係る中間（当期）純損

失                     (千円)
119,742 120,491 112,024

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ─ ─

普通株式の期中平均株式数(株) 32,168 38,011 35,070

希薄化効果を有しないため、潜在

株式調整後１株当たり中間（当

期）純利益の算定に含めなかった

潜在株式の概要

 新株予約権（旧商

法第280条ノ19第１

項の規定に基づく新

株引受権）
1,272株

 新株予約権（旧商

法第280条ノ19第１

項の規定に基づく新

株引受権）

1,156株

 新株予約権（旧商

法第280条ノ19第１

項の規定に基づく新

株引受権）

1,156株



 (重要な後発事象) 

 
  

  

(2)【その他】 

   該当事項はありません。 
  

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

―――――――
  当社は、平成19年７月25日開催の 

 取締役会において、下記のとおり本 

 社所在地を変更することを決議し、 

 平成19年11月12日に本社事務所移転 

 を実施いたしました。 

１．新本社所在地 

  東京都文京区大塚二丁目15番６号 

２．業務開始日 

  平成19年11月12日 

３．移転の理由 

  本社事務所の移転により、コスト 

 削減と業務運営の効率化等を図るた 

 めであります。 

４．業績への影響 

  本社所在地変更に伴う支払家賃の 

 減少17百万円により営業利益・経常 

 利益が増加するものの、移転関連費 

 用73百万円の特別損失計上を見込ん 

 でいることから、当期純利益につい 

 ては56百万円減少することが予想さ 

 れます。

―――――――



第６ 【提出会社の参考情報】 

当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

  

（1）有価証券報告書及びその添付書類 

 事業年度 第19期(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日)平成19年６月29日関東財務局長に提出 

  

（2）有価証券報告書の訂正報告書 

 平成19年６月29日に提出した有価証券報告書に係る訂正報告書を平成19年９月20日関東財務局長に提出 

  



 該当事項はありません。 

  

  

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】



独立監査人の中間監査報告書 

 
平成18年12月14日

  

株式会社デュオシステムズ 

 取 締 役 会 御 中 

  
  

監  査  法  人  和  宏  事  務  所 

  

 
   

 
  

  

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会

社デュオシステムズの平成18年４月１日から平成19年３月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成18年４月

１日から平成18年９月30日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中

間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸

表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにあ

る。    

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間

連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の

表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に

応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見

表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基

準に準拠して、株式会社デュオシステムズ及び連結子会社の平成18年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了

する中間連結会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関

する有用な情報を表示しているものと認める。 

追記情報 

「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」に記載のとおり、会社は、当中間連結会計期間から

企業結合に係る会計基準等を適用しているため、当該会計基準等により中間連結財務諸表を作成している。 

  会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上

  

 

代 表 社 員
公認会計士   髙 木 快 雄 ㊞

業務執行社員

代 表 社 員
公認会計士   荒 木 正 博 ㊞

業務執行社員

※ 上記は、当社(半期報告書提出会社)が、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その

原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保管しております。



独立監査人の中間監査報告書 

 
平成19年12月13日

  

株式会社デュオシステムズ 

 取 締 役 会 御 中 

  
  

監  査  法  人  和  宏  事  務  所 

  

 
   

 
  

  

  当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる株式会社デュオシステムズの平成19年４月１日から平成20年３月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平

成19年４月１日から平成19年９月30日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益

計算書、中間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間

連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明す

ることにある。    

  当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間

連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の

表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に

応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見

表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

  当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基

準に準拠して、株式会社デュオシステムズ及び連結子会社の平成19年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了

する中間連結会計期間（平成19年４月１日から平成19年９月30日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関

する有用な情報を表示しているものと認める。 

 追記情報 

  「重要な後発事象」に記載のとおり、会社は、平成19年７月25日開催の取締役会において、本社所在地を変更するこ

とを決議し、平成19年11月12日付で本社事務所移転を実施している。 

  会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上

  

 

代 表 社 員
公認会計士   髙 木 快 雄 ㊞

業務執行社員

代 表 社 員
公認会計士   大 嶋   豊  ㊞

業務執行社員

※ 上記は、当社(半期報告書提出会社)が、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その

原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保管しております。



独立監査人の中間監査報告書 

 
平成18年12月14日

  

株式会社デュオシステムズ 

 取 締 役 会 御 中 

  
  

監  査  法  人  和  宏  事  務  所 

  

 
   

 
  

  

  当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会

社デュオシステムズの平成18年４月１日から平成19年３月31日までの第19期事業年度の中間会計期間（平成18年４月１

日から平成18年９月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間株主資本等

変動計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場

から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。    

  当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間

財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がな

いかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追

加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための

合理的な基礎を得たと判断している。 

  当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠

して、株式会社デュオシステムズの平成18年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成18

年４月１日から平成18年９月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

追記情報 

「中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」に記載のとおり、会社は、当中間会計期間から企業結合

に係る会計基準等を適用しているため、当該会計基準等により中間財務諸表を作成している。 

  会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上

  

 

代 表 社 員
公認会計士   髙 木 快 雄 ㊞

業務執行社員

代 表 社 員
公認会計士   荒 木 正 博 ㊞

業務執行社員

※ 上記は、当社(半期報告書提出会社)が、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その

原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保管しております。



独立監査人の中間監査報告書 

 
平成19年12月13日

  

株式会社デュオシステムズ 

 取 締 役 会 御 中 

  
  

監  査  法  人  和  宏  事  務  所 

  

 
   

 
  

  

  当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる株式会社デュオシステムズの平成19年４月１日から平成20年３月31日までの第20期事業年度の中間会計期間（平成

19年４月１日から平成19年９月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間

株主資本等変動計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は

独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。       

  当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間

財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がな

いかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追

加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための

合理的な基礎を得たと判断している。 

  当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠

して、株式会社デュオシステムズの平成19年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成19

年４月１日から平成19年９月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

追記情報 

 「重要な後発事象」に記載のとおり、会社は、平成19年７月25日開催の取締役会において、本社所在地を変更するこ

とを決議し、平成19年11月12日付で本社事務所移転を実施している。 

  会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上

  

 

代 表 社 員
公認会計士   髙 木 快 雄 ㊞

業務執行社員

代 表 社 員
公認会計士   大 嶋  豊  ㊞

業務執行社員

※ 上記は、当社(半期報告書提出会社)が、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その

原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保管しております。
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